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１．はじめに

かつては，標準は技術を共有するための手段であ

り，特許権は技術を独占するための手段であるとの認

識から，利益を拡大する手段としては，両者は互いに

相容れない手段であると考えられる傾向があった。

従って，これまで我が国では，標準の中に特許権を含

ませて連携を図る具体的な手法を確立するには至らな

かった(1)。

しかし，昨今，特に，市場の形成を担う標準の中に

特許権を含ませておき，互いに相容れない手段である

と考えられていた両者を並立させて事業戦略の中に組

み込むケースが散見される。例えば，以下に見るよう

に，標準化により形成された市場から自らの中核事業

に事業機会を誘導することによって，利益の拡大を図

る知財戦略が，他の主要国の事業者の事業戦略として

定着しつつある。

そこで，本稿では，第 1に，標準の概略を確認する

とともに，標準をデファクト標準とフォーラム標準と

に大別し，それぞれの標準中に特許権を含めた場合に

期待される特許権の有機的な作用について検討する。

第 2に，昨今，フォーラム標準化が事業戦略の一環

として行われることが多くなってきている状況に鑑

み，フォーラム標準の中に特許権が含まれる場合にお

いて，特に RAND との関係で問題となる点を確認し

ながら，若干の考察を行うこととする。

２．標準の概略

２．１ 標準の意義

標準とは，一般的に，「ある事柄について，それに関

する人々の間で，当該事項の性能・機能・寸法・動作・

配置・手順・考え方・概念等について定め，統一する

こと」である(2)。これにより，関係者間において，利

便性や安全性あるいは産業効率等が公正に得られるこ

ととなる。

このような標準には，ISO等の管理標準や環境標準

の類も含まれるが(3)，かかる標準のうち，技術的な側
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ある技術領域に利害関係や関心のある複数の事業者が事前に協議を行い，これらの事業者に有利な標準を策

定するフォーラム標準が，事業戦略として採られることがある。このフォーラム標準中に特許権が含まれる場

合は，標準化組織が定めるパテントポリシー，特にRANDとの関係で考慮すべき諸事項が存在している。我

が国でも，RANDと特許権との関係についての議論や，RANDと特許権との関係を巡る裁判例が存在してお

り，フォーラム標準を組み込んだ事業戦略を成功に導く上では，RANDと特許権との関係を考慮することが必

要となっている。従って，フォーラム標準中に含まれる特許権の取り扱いに際しては，特にRANDとの関係

で疑義や係争が生じないように留意しつつ，特許権の円滑な運用がなされるようにする必要がある。
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面から把握される標準が技術標準である。本稿で単に

標準という場合には，この技術標準を指している。技

術標準は，「ある特定の技術において，その技術が，

ユーザを含めた開発者，生産者などの関係する人々

に，統一的であり，かつ利益や利便性が公正に得られ

るように各種の取り決めをすること」と定義される

が(4)，簡略化すれば，ある技術の仕様や機能等につい

てルールを定めることといえよう。

２．２ 標準の一般的な態様

（１） デファクト標準

例えば，マイクロソフトのWindows OS のように，

特定の製品やサービスが市場を獲得することによっ

て，当該製品に係る技術が市場において事実上の標準

となったものがデファクト標準である。デファクト標

準では，製品価値が市場に認められている限りにおい

て，市場を占有することができる。従って，例えば，

市場において技術的な優位性のある画期的な製品等を

単独の事業者が市場に投入する場合は，デファクト標

準化を目指すことが適切であろう。このように，市場

の拡大がそのまま利益に直結する点において，デファ

クト標準化を進める活動は，製品等のシェアを拡大す

る活動であるといえる(5)。

なお，例えばある種のソフトウェア製品で行われて

いるように，ユーザに製品の一部あるいは全部を無償

あるいは低廉な価格で配布して市場の獲得を狙ういわ

ゆるオープン戦略は，デファクト標準化を目指す戦略

であると言い換えることも可能であろう。

（２） フォーラム／コンソーシアム標準

一方，業界団体等の事前協議によって定まる標準

が，フォーラム／コンソーシアム標準（以下，「フォー

ラム標準」と称する）である。技術の高度化や複雑化

によって，産業界では，昨今，単独で技術開発を行う

ことによるコストの増加及び開発期間の長期化を抑制

することが，これまで以上に要望されている。このよ

うに，単独での製品開発が困難な以上，単独の事業者

が市場競争を通じて市場支配を図ることは難しい。そ

こで，ある技術領域に利害関係や関心のある複数の事

業者が事前協議を行い，これらの事業者に有利な標準

を策定するフォーラム標準が，事業戦略として採られ

ることが多くなってきている。

なお，デジュール標準(6)は，本稿では便宜上，

フォーラム標準の一類型として把握することとする。

２．３ 標準の機能

標準は，ユーザにとっては，製品の互換性が確保さ

れることで，製品に対する一定の信頼性や安定性が得

られ，標準化された技術を適用した製品に関する情報

等が入手しやすくなるというように機能する(7)。一

方，事業者にとっては，重複開発や重複投資が排除さ

れて製品生産に効率性や安定性がもたらされるととも

に，その標準に則った補完的な製品が作りやすくなる

というように機能する(8)。

この「標準に則った補完的な製品が作りやすくな

る」という機能ゆえに，標準化が進められることに

よって，標準化された特定の技術に補完製品を生産す

る事業者が新規参入しやすくなる状況が形成され得

る。こうした状況の下，当該技術に関する市場が形成

されるとともに，参入する事業者の数が増えることに

より，形成された市場が拡大していくこととなる。

このように，標準に期待される重要な機能の一つと

しては，新規事業者が参入することによる「市場の形

成及び拡大」があると考えられる(9)。

３．標準に特許権を含める意義

標準に特許権を含める意義は，デファクト標準の場

合とフォーラム標準の場合とでは異なるものと考えら

れる。そこで，両標準において特許権を含めることの

意義の相違について確認しておきたい。

３．１ デファクト標準の場合

デファクト標準の場合は，デファクト標準となった

製品技術について特許権を取得しておくことによっ

て，他者に対して高い参入障壁を構築することができ

る。すなわち，デファクト標準となった製品技術につ

いて特許権を取得しておく場合は，特定の製品技術に

ついて特許権を取得し，当該製品で市場の支配を図る

ことと同様の効果が期待される。このように，デファ

クト標準中に特許権を含ませることによって，製品等

の市場占有に伴う収益の確保が見込まれることから，

デファクト標準に含められた特許権が有機的に作用す

るということができる。

なお，デファクト標準となった製品技術の周辺の技

術についても，特許権を取得しておくことが肝要であ

ろう。

３．２ フォーラム標準の場合

一方，フォーラム標準の場合は，標準に特許権を含

めても，①フォーラムに参加する全ての事業者に技術
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情報が明らかになってしまうこと(10)，及び②後述す

る，フォーラム標準中に含まれる特許権についてのラ

イセンスの許諾条件である RAND（Reasonable And

Non-Discriminatory and conditions）（欧 州 で は

FRAND（Fair, Reasonable And Non-Discriminatory

and conditions）とも称されるが，本稿では，特に必要

がある場合を除き，RANDの表記で統一する）あるい

は無償（RF：Royalty Free）で特許権の拠出を求めら

れる場合が多いこと等の理由から，デファクト標準と

は異なり，標準に含まれる特許権を直接的な収益源と

して機能させることは困難である。

標準が「市場の形成及び拡大」をもたらすという上

記の観点を踏まえるならば，フォーラム標準に含まれ

る特許権については，特許権によってロイヤリティを

徴収する等といったように特許権を直接的な収益源と

考えるのではなく，標準技術を効率的に普及させるた

めのキーとして考えることによって，その意義が明ら

かになると思われる。具体的には，フォーラムに参加

する事業者には特許発明の実施を非差別的に認めて標

準技術の普及を図る一方で，フォーラムに参加する事

業者以外の事業者による特許発明の実施については，

特許権の有する排他的独占権で権利行使を行うことに

よって，標準技術についての実施権原をフォーラムで

独占し，フォーラムに参加する事業者以外の事業者に

対して，フォーラムに参加するインセンティブを働か

せるのである。すなわち，フォーラム標準に含まれる

特許権に係る技術と互換性のない技術や類似する技術

を特許法上，適法に排除することで，市場優位性を確

保するのである(11)。

なお，フォーラム標準に含まれる特許権に基づいて

差止請求権を行使することの当否については，後述す

るように，種々の議論が存在している。

このように，独占した標準技術についての実施権原

を保持したうえで，標準技術のアップデートを絶えず

図ることによって，市場動向を先導していくのであ

る。標準技術のアップデートに関しては，例えば，

GSM（Global System for Mobile communications）で

は，インタフェース標準の通信プロトコルで接続され

た携帯端末と制御基地局との間において，通信プロト

コルを定期的に改訂することによって，GSMに関す

る 標 準 化 組 織 で あ る ETSI （European

Telecommunications Standards Institute）が標準技

術の進化方向を規定することに成功している(12)。

以上のように，フォーラム標準では，特許権を直接

的な収益源として機能させることは困難であるもの

の，フォーラム標準に特許権を含めて特許権によって

標準技術の存在する市場の成長をコントロールし得る

仕組みを構築すれば，フォーラム標準に含められた特

許権が有機的に作用するということができ，この点に

おいて，フォーラム標準に特許権を含めることの意義

を見いだすことができる。

このようなフォーラム標準が組み込まれる事業戦略

の概略，及びこのようなフォーラム標準に特許権を含

める場合に考慮すべきいくつかの事項について，以

下，順次検討することとする。

４．事業戦略とフォーラム標準との関係

４．１ 想定される事業戦略

フォーラム標準が事業戦略に組み込まれる場合にお

いては，標準によって形成された市場から自らの中核

事業に事業機会を誘導する知財戦略を用いた事業戦略

を構築することが想定される。このような事業戦略が

採られるのは，例えば，図 1で示すように，コンテン

ツ・アプリケーション，プラットフォーム，ネット

ワーク及び端末といった複数のサブシステムから構成

される全体システムによって実現される製品等であ

る。

図１：想定される事業戦略

このような全体システムによって実現される製品等

では，あるサブシステムを標準化すると，多くの新規

事業者が参入することから，標準化したサブシステム

では製品等の差別化を図ることができなくなる。従っ

て，このサブシステムにおいては利益を獲得すること

が困難となることから，製品等の価値が他のサブシス

テムに移行する(13)。そして，製品等の価値が移行した

サブシステムにおいて，そのサブシステムを構成する

技術情報を秘匿化（ノウハウ化）してクローズ化を

図ったり，あるいはそのサブシステムを構成する技術

の内容について特許権を取得して参入障壁を構築した

りして，このサブシステムにおいて利益を獲得するの

である。
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なお，製品等の価値が移行したサブシステムが市場

に受け入れられる価値を有していなければ，このサブ

システムにおいてノウハウ保護によるクローズ化や特

許権の取得による参入障壁の構築を行っても，利益の

獲得につながらないことは当然のことといえよう。

４．２ 標準化するサブシステムのポジショニング

上記のように，標準化されたサブシステムでは利益

を獲得することが困難となって製品等の価値が他のサ

ブシステムに移行することから，どのサブシステムを

標準化するかによって事業戦略が大幅に異なってく

る。従って，事業戦略上は，全体システムを構成する

サブシステムのうち，どのサブシステムを標準化する

のかといった，標準化するサブシステムの選択（ポジ

ショニング）が極めて重要である。具体的には，標準

化することによって，クローズ化したサブシステムに

製品等の価値がシフトすることとなるサブシステムを

標準化する必要がある。

４．３ フォーラム標準の策定

フォーラム標準をスムーズかつ有利に策定するため

には，当該製品の属する業界の業界団体や，場合に

よっては公的機関に対して，標準化しようとする技術

分野について業界ルールや公共機関の規制を設定する

ように働きかけることも有用であろう。例えば，高度

道 路 交 通 シ ス テ ム（ITS：Intelligent Transport

Systems）や車両の自律走行システムについて標準を

策定するのであれば，公道での自律走行試験の合法化

を図る等の法的措置を講じるように働きかけるといっ

たことが考えられる。

５．フォーラム標準に特許権を含める場合に考慮

すべき諸事項

５．１ パテントポリシー

（１） パテントポリシーの意義

フォーラム標準中に特許権が含まれている場合は，

標準技術を利用しようとする事業者は，基本的に，ラ

イセンス契約を締結すること等によって，特許権の侵

害となるリスクを回避する必要がある。このように，

標準技術を利用する場合に特許権の侵害のリスクを回

避する策を講じる必要があるとなれば，事業者が標準

技術の利用を躊躇する可能性もあることから，標準の

普及が所期の目標通りに進まないことにもなりかねな

い。かかる点を考慮して，特許発明の実施をすること

なく標準技術を利用できるようにするために，特許権

を含まないように標準を策定する標準化組織も存在し

ている(14)。

しかし，特許権を含まないように標準を策定すれ

ば，技術進歩の結果を標準に反映させることが困難と

なり(15)，ひいては，このように策定した標準の技術レ

ベルの低下を招くこととなり，その結果として，標準

の普及が進まないという事態に陥ることも考えられ

る。

このような事態に陥ることを回避する等の観点か

ら，標準化組織では，標準に含まれる特許権の取り扱

い方針やライセンスの条件等について，パテントポリ

シーと称されるルールが定められているのが通常であ

る。フォーラムに参加する事業者が，標準技術の実施

に際して必須の特許を保有していると認識している場

合は，その事業者は，パテントポリシーに基づいて，

必須特許宣言を行うとともにライセンスの許諾の条件

を宣言することが求められる。ライセンスの許諾の条

件としては，例えば電気通信についての標準化組織で

あ る ITU-T（International Telecommunication

Union Telecommunication Standardization Sector）

では，① RF（Royalty Free），② RAND（Reasonable

And Non-Discriminatory and conditions），あるいは

③いずれも選択しない，が挙げられている(16)。多くの

標準化組織でも，これに倣ってライセンスの許諾の条

件が掲げられており，一般的に，②の RAND が選択

される。

このRAND宣言は，一部の外国の裁判例によれば，

ライセンスの申込を行うことを確約したことに過ぎな

いものと判断されており(17)，後述する我が国の裁判例

においても，RAND宣言の効果は，誠実交渉義務が発

生するに過ぎないものと判断されている。

（２） RANDの解釈

RANDは，「『非差別的に，合理的な条件』でライセ

ンスする」ことをその内容としている。具体的には，

「非差別的」とは，ライセンスの許諾は相手の如何に関

わらず許諾しなければならないことを意味するものと

解されており，「合理的」とは，ロイヤリティが合理的

な範囲内であることを意味するものと一般に解されて

いる(18)。この「合理的」の文言それ自体は不明確では

あるものの，ライセンスを許諾する者が高額なロイヤ

リティを提示した場合であっても，許諾を受ける者が

同意すれば，「合理的」であると判断されることとな

る。このことから，「合理的」の文言解釈の下における
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ロイヤリティは，許諾を受ける者によって変動しても

よいものであると解されている(19)。

特にロイヤリティの決定は，許諾をする者と許諾を

受ける者との間の個別的な取引実情（例えば過去の取

引関係）に影響される場合も多いことから(20)，許諾を

受ける全ての者に対して実質的に同程度のロイヤリ

ティとすることをもって「合理的」と解釈することは，

実情に沿わないことにもなろう。

一方で，個々の特許権者からそれぞれ RAND で許

諾を受けたとしても，標準に含まれる特許権は通常，

多数になることから，これら多数の特許権についてそ

れぞれ許諾を受けることとなれば，そのロイヤリティ

は結果として高額になる。その結果，実施の許諾を受

けた特許権の全体からみれば RAND とはいえなくな

り，ロイヤリティが積み上げられることとなる。この

ように，ロイヤリティが積み上げられることとなれ

ば，標準技術の普及が所期の目標通りに進まずに，

フォーラムの運営が滞る可能性も生じる。以上の点を

考慮すれば，「合理的」の文言の解釈上の意義は，最終

的には，許諾を受けた全ての特許権のロイヤリティが

「全体としても RAND」となる点に帰結するとも考え

られる(21)(22)。

なお，この「合理的」の文言に疑義が生じないよう

にする対策として，標準の成立過程において，標準が

策定される前に，自ら保有する特許権を標準必須特許

にしようと考える特許権者が，標準技術を利用しよう

とする事業者に対して RAND の枠内で望み得るロイ

ヤリティの最大の料率を事前に開示する，いわゆる

Ex-Ante アプローチが試みられる場合がある(23)。

このように，フォーラム標準中で特許権が奏する有

機的な作用を期してフォーラム標準中に特許権を含め

る場合は，「全体としても RAND」となるように，

RAND の解釈に疑義が生じないように予め明確に

「合理的」の内容を定めておき，「合理的」の解釈に起

因した議論や係争が後に生じないように留意する必要

があろう。

（３） 標準に含まれる特許権に基づく差止請求権の行

使の制限論

①制限論の経緯

特許権の排他的・独占的な性質を担保する具体的な

手段として差止請求権の行使が認められることによっ

て，市場の独占ないしは市場支配というインセンティ

ブが特許権者に与えられることから，産業の発達が図

られる。標準に含められる特許権も，通常の審査手続

を経て成立した特許権である以上，標準とは無関係に

成立した特許権と何ら変わることはなく，標準に含め

られた特許権の侵害が成立する場合は，通常の特許権

と同様，差止請求権の行使が認められるのが原則であ

る。

しかし，標準は，上記のように，製品間の互換性を

確保するという機能を果たすことから，特定の技術の

標準化は，社会的に大きな影響を及ぼすこととなる。

従って，標準に含められた特許権の特許権者が，標準

技術を利用する事業者に差止請求権を行使すると，標

準技術を利用する事業者の事業継続が困難になる結

果，ユーザによる製品利用の互換性が損なわれること

にもなりかねず，最終的には産業の発達が阻害される

ことにもなろう。このような観点から，近時，標準に

含められた特許権に基づく差止請求権の行使を制限す

る必要性についての議論がなされている(24)。

ところで，この問題は，パテントトロールとも称さ

れる不実施事業体（NPE：Non Practicing Entity）が

保有する特許権に基づく差止請求権の行使が制限され

た，米国の eBay 事件をその先例とするものであ

り(25)，かかる事例が存在する中で，標準必須特許に基

づくアップル対サムスンの訴訟等を起因として，標準

に含められた特許権に基づく差止請求権の行使を制限

することについての議論が，我が国も含めて国際的に

興隆してきている。

②制限論の内容

しかし，標準に含められた特許権に基づく差止請求

権の行使が常に制限されるとすれば，それは，標準に

含められた特許権の効力を著しく制限することとな

り，妥当ではないという見方が支配的である。さら

に，差止請求権が存在することによって，標準に含め

られた特許権の特許権者による RAND でのライセン

スを交渉する誘引ともなりうるとの指摘もなされてい

る(26)。

このような観点から，標準に含められた特許権に基

づく差止請求権の行使については，標準とは無関係に

成立した特許権に基づく差止請求権と同様，原則とし

ては認める一方で，当事者間の利益衡量や公共の利益

に鑑みて一定の場合には差止請求権を制限する旨の施

策を行う，正当権原を付与する施策を行う，あるいは

RAND で定められた条件の妥当性等に基づいて差止

請求権に対する抗弁を認める等の手法によって，差止
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請求権の行使を制限することが提案されている。具体

的には，以下の通りである。

（ⅰ） 解釈にある程度の自由度をもたせるような簡易

かつ明確な判断基準（図利加害目的があり，特許

権者等が受けるべき利益と相手方に生じる損失と

を比較衡量し，後者に比して前者が著しく少ない

と判断されること）を明文化する立法措置を行

い，差止請求権の行使を制限するか否かを判断す

る(27)

（ⅱ） RAND で合意した場合に公共の利益上必要で

あるとして，裁定による通常実施権（特許法第 93

条）を付与する(28)

（ⅲ） 公正取引委員会による独占禁止法の排除措置命

令によって，差止請求権の行使を制限する(29)

（ⅳ） RAND に解釈上の疑義が生じないようにその

意義を明確にしておき，かかる RAND で合意が

なされた特許権に基づく差止請求権の行使に対し

ては一般条項（民法第 1条第 3項）に委ねる(30)

③裁判例（平成 23 年(ワ)第 38969号 債務不存在

確認請求事件）

以上の論点について手がかりとなる現時点で唯一の

我が国の裁判例を，以下，概観する。

こ の 事 件 は，UMTS（Universal Mobile

Telecommunication System）規格に関してサムスン

が保有する標準必須特許に係る特許権に基づいて，サ

ムスンがアップルに対して主張した不法行為に基づく

損害賠償請求権は不存在であることの確認を，アップ

ルが求めた事案である。

被告であるサムスンは，標準化組織である ETSI に

対して本件特許権について FRAND宣言をしている

ことから，東京地裁は，「本件FRAND宣言で UMTS

規格に必須であると宣言した本件特許権について

FRAND条件によるライセンスを希望する申出があっ

た場合には，…当該者との間で FRAND条件でのライ

センス契約の締結に向けた交渉を誠実に行うべき義務

を負うものと解される」とし，「被告は，UMTS規格

に必須であると宣言した本件特許に関する FRAND

条件でのライセンス契約の締結に向けて，重要な情報

をアップル社に提供し，誠実に交渉を行うべき信義則

上の義務に違反した」と認めた。従って，「被告が，上

記信義則上の義務を尽くすことなく，原告に対し，…

本件特許権に基づく損害賠償請求権を行使すること

は，権利の濫用に当たる」と判断した。

なお，本件は損害賠償請求権に関する事案ではある

が，損害賠償請求権の行使も，差止請求権の行使と同

様に特許権の行使である以上，差止請求権に関する事

案であっても本件と同様の判断が可能であると考え

る。

この東京地裁の判断に対してサムスンは控訴し，現

在，平成 25 年(ネ)第 10043 号として知的財産高等裁

判所に係属している(31)。

④考察

上記のように，ある標準技術を利用する事業者が，

標準必須特許に係る特許権に基づいて差止請求権を行

使されることによって事業の継続が困難となり，その

結果，ユーザに不利益を及ぼす可能性がある。かかる

事態が生じると，産業の発達に寄与するという特許制

度の目的を損ないかねず(32)，事業戦略の源泉でもある

イノベーションの進展にも影響を及ぼすことにもなろ

う。従って，上記のように，産業の発達を阻害する事

態が生じる場合には，標準必須特許に係る特許権に基

づく差止請求権の行使を制限する必要もあると考え

る。このように，差止請求権の行使を制限する必要が

ある場合が存在するとしても，いかなる根拠に基づい

て差止請求権の行使を制限するのかを検討する必要が

ある。

この点，RAND宣言によっては，上記のように誠実

交渉義務が発生するにすぎないと考えられていること

から，RAND宣言を行っただけでは，特許権者と標準

技術を利用しようとする事業者との間に，標準必須特

許に係る特許発明の実施をすることについての合意は

成立していないと考えられる。従って，この段階にお

ける特許権者からの差止請求権の行使については，産

業の発達を阻害する事態が生じると考えられる場合に

は，誠実交渉義務を果たしておらず信義則に反すると

して，上記の裁判例のように権利濫用を主張できるも

のと考える。

一方，RAND宣言による誠実交渉義務に基づいて，

標準必須特許に係る特許発明の実施をすることについ

ての合意が成立したときは，実施許諾の契約が成立し

ているとみることができる。従って，この段階におけ

る特許権者からの差止請求権の行使については，産業

の発達を阻害する事態が生じると考えられる場合に

は，実施権原を有する旨の抗弁を主張できるものと考

える。

このように考えた場合，上記（ⅰ）のように，差止
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請求権の制限規定を設けることについては，将来的に

は検討されるべき事項ではあるとしても，差止請求権

の存在は特許権の根源的な権利であって(33)，標準必須

特許に関する点以外にも考慮すべき事項が存在してい

ることから，現段階では，時期尚早ではないかと考え

る。

一方，上記（ⅱ）のように，裁定による通常実施権

（特許法第 93条）を付与することについては，技術標

準の公益性と具体的事案における対象製品の公益性は

同一ではないことから，「公益性」の要件をみたすこと

は困難であるとの指摘がなされている(34)。さらに，こ

れまで裁定に至ったようなケースも皆無であることか

ら，制度が運用された場合の結果の予想が困難であっ

て，制度の信頼性に欠けるきらいがある。

さらに，上記（ⅲ）のように，独占禁止法の排除措

置命令によって差止請求権の行使を制限することにつ

いては，標準に含められた特許権による差止請求権の

行使が「優越的地位の濫用」（独占禁止法第 2条第 9項

5 号，一般指定 13項）に該当する場合等は，公正取引

委員会による排除措置命令がなされるが，排除措置命

令という処分を待ってはじめて当該特許権による差止

請求権の行使が制限されるのであって，独占禁止法違

反の行為であるという事実を侵害訴訟において主張し

ても差止請求権の行使が制限されるものではないとの

指摘がなされている(35)。この点をみれば，手続として

は迂遠であるといえよう。

従って，将来的には，立法措置によって差止請求権

の行使を制限することも考慮されるべきであるとして

も，現段階では，具体的な事案に応じて，上記（ⅳ）

や上記裁判例のように一般条項に委ねたり，契約に基

づいて解釈したりすることによって，差止請求権の行

使を制限することも可能であろう。

（４） 小括

以上，フォーラム標準に特許権を含める場合におい

て，標準化組織で定められるパテントポリシー，特に

RAND との関係で生じ得ると考えられる事項につい

て検討した。上記の検討を踏まえた上で，パテントポ

リシーとして RAND を選択する場合は，フォーラム

標準に含められた特許権によって市場の成長をコント

ロールし得る仕組みを構築するという観点に鑑みれ

ば，標準技術を利用しようとする事業者に対して非差

別的にライセンスを許諾するとともに，社会的にみて

合理的なロイヤリティを設定することによって「全体

としても RAND」が実現される体制を構築する必要

がある。さらに，標準必須特許に係る特許権に基づく

差止請求権が作用する場面についての理論的な着地点

が構築され，それに基づいた実務の運用がなされるこ

とが期待される。

５．２ パテントプール

フォーラム標準に特許権が含まれる場合には，個別

の特許権者である事業者によって特許発明の実施につ

いてのライセンスの許諾が行われることが原則であ

る。しかし，個別にライセンスの許諾を行うとなる

と，ライセンス交渉による労力や費用が増大すること

となる。従って，フォーラム標準中に多数の標準必須

特許に係る特許権が含まれる場合は，これらの労力や

費用を削減する等の観点から，パテントプールが利用

されることがある。

パテントプールとは，「特許の複数の権利者が，それ

ぞれの所有する特許のライセンスする権限を一定の企

業体や組織体に集中し，当該企業体や組織体を通じて

パテントプールの構成員等が必要なライセンスを受け

るもの」のことであり(36)(37)，ライセンスのロイヤリ

ティに一定の上限が設定されることから(38)，RAND

を手続的に担保するシステムとして活用することがで

きる。

従って，上記のように，フォーラム標準に含められ

た特許権によって市場の成長をコントロールし得る仕

組みを構築するという観点からは，パテントプールを

構築することも考慮すべき事項のひとつであるといえ

よう。

５．３ フォーラム標準のオープン度

標準技術の普及スピードや普及させる範囲をコント

ロールする事業戦略上の観点からは，そのオープン度

を考慮することが必要となろう。本稿では，オープン

度は，フォーラム標準中に特許権が含まれる場合にお

いて，特許発明の実施をすることができる事業者の範

囲であると定義することとし，事業者の範囲は，ロイ

ヤリティの有無や特許発明の実施に関する契約の内

容，あるいは標準化組織がパテントポリシーとして

RFまたは RAND を選択するか否か等によって定ま

るものであると考えることとする。

一般的に，フォーラム標準においてオープン度が広

げられれば，標準技術の普及が促進される。パテント

ポリシーとして RFを選択することによってオープン

度が広げられて，標準技術として普及が促進された例
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としては，シリアルバス規格である USBが挙げられ

る。この USBを標準化した USB-IFでは，必須特許

に係る特許発明の実施を RFとしたのに対して，USB

と並立するシリアルバス規格である IEEE1394では，

必須特許に係る特許発明の実施についてロイヤリティ

を課した。その結果，周知のように，IEEE1394に対

して USBのほうが広く普及することとなった(39)。他

に，Bluetooth SIGにおいては，必須特許に係る特許

発明についての特許権は放棄させられるようであ

る(40)。

このように，必須特許に係る特許発明の実施につい

て RFを選択した結果，多くの事業者がその標準技術

の採用を決定し，特許発明の実施をする事業者の範囲

が画定され，画定された事業者の範囲に基づいて，

フォーラム標準のオープン度が決定される場合が存在

する。

なお，必須特許に係る特許権を保有する事業者で

フォーラムを構成する場合は，その事業者の間ではク

ロスライセンスで権利関係を調整することも可能であ

る。上記した USBでは，フォーラムを構成する事業

者のうち必須特許に係る特許権を保有する事業者の間

では，クロスライセンスによってロイヤリティが互い

に課せられない状態を作り出して，必須特許に係る特

許発明を互いに RFで実施できる状態を実現したので

ある。

その一方で，例えば，先端医療技術の分野において，

不特定多数の第三者の参入によって製品の品質が維持

できなくなるような状況にある一方で，何らかの標準

化を行わないと市場が形成されないという場合には，

必須特許にロイヤリティを課す，あるいはパテントポ

リシーとして RAND を選択する等によって，特許発

明の実施をする事業者の範囲を制限的に画定させなが

ら，標準技術の普及の範囲や程度をコントロールする

ことも可能であろう。

６．むすび

以上，本稿では，第 1 に，デファクト標準及び

フォーラム標準に特許権が含まれる場合に期待される

特許権の有機的な作用について検討した。デファクト

標準に特許権が含まれる場合は，製品等の市場占有に

伴って収益が確保されるという点において，デファク

ト標準に含められた特許権が有機的に作用するといえ

よう。一方，フォーラム標準に特許権が含まれる場合

は，デファクト標準のように直接的な収益源とするこ

とは困難であるものの，標準技術の存在する市場の成

長をコントロールし得る仕組みが構築できるという点

において，フォーラム標準に含められた特許権が有機

的に作用するといえよう。

第 2に，フォーラム標準中に特許権が含まれる場合

において，特に RAND との関係で問題となる点を確

認しながら，その問題となる点について考察した。

フォーラム標準中に特許権が含まれる場合は，パテン

トポリシーに基づいた特許権の取り扱いやライセンス

の許諾が求められるところ，そのパテントポリシーと

しては RAND が選択されることが多いという実情が

ある。しかし，本稿で述べた通り，RAND における

「合理的」の文言は不明確であって，その解釈に疑義が

存在することによって，種々の議論や係争が発生して

いる。

従って，フォーラム標準中に含められた特許権に

よって市場の成長をコントロールする事業戦略を成功

に導くという観点からは，フォーラム標準中に含まれ

る特許権の取り扱いに際しては，特に RAND との関

係で疑義や係争が生じないように留意しつつ，特許権

の円滑な運用がなされるように上記の諸事項を考慮す

る必要があると考える。

なお，本稿で述べたような事業戦略が採用されてい

るのは，現在のところは，我が国も含めて主に電気通

信分野であるが，今後は，この分野に限られずに，複

数のサブシステムで構築される全体システムによって

実現される製品中にソフトウェアが深く介在する技術

分野において(41)，更に広範に浸透していくものと考え

られる(42)。

それゆえに，この事業戦略において利益を獲得する

観点からは，製品等の価値が移行したサブシステムが

上記のように市場優位性を獲得していることが重要で

はあるものの，その骨格としては，あるサブシステム

を標準化することによって，事業者が所望する他のサ

ブシステムに製品の価値が移行するように誘導する仕

組み作りも，等しく重要であることを指摘しておきた

い。

以上
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